
協力会社 各位

作成注意事項
１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

安全衛生管理書類 (グリーンファイル)

作成要領

グリーンサイトを使用していない下請負業者は工事受注後速やかに『安全衛生管理書類
（グリーンファイル）』(以下、グリーンファイルと呼ぶ）を当社ホームページの指定
フォーマットにて作成し、次頁の一覧表に記載されている「提出時期」までに当社の現場
代理人に提出してください。

『安全衛生管理書類（グリーンファイル）提出一覧』に書類の提出有無を記載のうえ、グ
リーンファイルと一緒に現場代理人に提出してください。

『送り出し教育シート』は、作業所に作業員を送り出す際に貴社で教育し、『新規入場者
調査票』と共に、最初の入場時に現場代理人へ提出してください。

※各書類の個人情報については、安全衛生管理および緊急時の連絡・対応のために使用いたします。
また、当社において厳重に管理し、法令に定める場合を除き、第三者には提供いたしません。不要と
なった時は、責任を持って処分いたします。

事業主は、安全衛生協議会（原則毎月）開催時等に安全書類をチェックし、不備があれば
是正してください。

『下請負業者編成表』は、全ての重層関係にある協力会社を記載してください。

外国人建設就労者等が入場する場合は『再下請負通知書』の該当欄の「有」に〇をつけ
て、必ず在留カードの写しを添付してください。
在留資格が技能実習生の場合は『技能実習のための雇用契約書』の写しも添付ください。
在留資格が特定技能の場合は『外国人建設就労者等建設現場入場届出書』に記入し、提出
してください。

『再下請負通知書（変更届）』の提出時に、各種保険の加入状況を証明する書類の写しを
提出してください。

建設業の許可を取得されている場合は、許可証の写し及び主任技術者の資格者証の写しと
恒常的な雇用関係を証明できる書類（健康保険証の写し等）を提出してください。（許可
を取得されていない場合は不要）

yamada-shizuka
テキストボックス
【別紙4】



整理

番号
工事

着手前
入場時

使用・
持込時

変更・
追加都

度

1 施工体制台帳作成建設工事の通知 － － － －

2 施工体制台帳    － － － －

3-1 下請負業者編成表 ● ●

再下請負通知書(変更届)
〈添付書類〉
　・契約書類
　　①注文書・注文請書 + 基本契約約款 もしくは 基本契約書
　　②請負契約書
　・社会保険加入証明書類
　　③健康保険加入証明書（領収証写し等）
　　④年金加入証明書（領収済通知書写し等）
　　⑤雇用保険加入証明書（申告書写し等）
　・建設業許可証
　・主任技術者資格要件証明
　　⑥資格証写し または 実務経験証明書
　　⑦恒常的な雇用関係を証明できる書類（健康保険証写し等）

外国人建設就労者等建設現場入場届出書
〈添付書類〉
　・⑧在留資格に応じた添付書類(在留カード写し等)

4 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 － － － －

5 作業員名簿（社会保険の加入状況確認が可能なもの） ● ●

作業主任者・作業指揮者選任報告書
〈添付書類〉
　・⑨作業主任者の資格証の写し

年少者・高齢者就労報告書
〈添付書類〉
　・⑩年少者の場合は年齢証明書（住民票記載事項の証明書等）

8-1 送り出し教育シート ●

8-2 新規入場者調査票 ●

移動式クレーン・車両系建設機械等使用届
〈添付書類〉
　・⑪直近に実施した特定(年次)及び月例の定期自主検査帳票の写し
　・⑫任意保険（移動式クレーンの場合）の写し

10 持込機械等 電動工具・電気溶接機等使用届 ●

工事・通勤用車両届
〈添付書類〉
　・⑬「任意保険」の証書写し

有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
〈添付書類〉

　・⑭作業手順書

　・⑮SDS

13 火気使用願 ●

14 脚立使用申請書 ●

15 特別加入に加入している証跡（写し）　※一人親方または事業主 ●
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●

安全衛生管理書類 一覧表

●●

●●

提出書類の名称
提出時期
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建設業法関連書類

下記の書類については、工事着手前に提出のこと

工事期間中に変更や追加が発生した場合その都度修正分を提出のこと

1 施工体制台帳作成建設工事の通知　《元請作成》
施工体制台帳の作成を要する工事は、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人が

全ての一次下請負人に対して書面により通知するとともに、この書面を作業所の見易い

場所に掲示する。

2 施工体制台帳　《元請作成》
施工体制台帳・体系図等の作成義務（建設業法第２４条の８）（入契法第１５条）

全ての公共工事及び一次下請契約金額の合計が４，５００万円（税込み）以上

（建築一式工事の場合は７，０００万円以上）となる民間工事は

発注者から直接建設工事を請け負った元請負人が作成する。

3-1 下請負業者編成表
(1)一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」

 　(様式１号－甲) に基づいて本表を作成の上、元請に届出ること。

(2)この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして

　 適宜使用すること。

(3)二次下請負業者を使用しない場合は、この書類は提出不要。

3-2 再下請負通知書(変更届)
(1)報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。

(2)再下請負契約がある場合は、《再下請負契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入すると

　 ともに工事請負契約書類（公共工事以外は金額記載不要）の写しを全ての階層について

　 提出する。

　 なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負契約関係》欄をコピーして使用する。　　　

(3)一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに　　　　　　

　 様式1－乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。

(4)この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。　　　　　　　　　　　　　

 (5)工事請負契約書類(写)、建設業許可証(写)、社会保険加入証明書(写)、

　主任技術者資格要件証明書を添付すること。
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Ⅰ-2.施工体制台帳 関係  
●建設業法・雇用改善法等に基づく届出書

　（再下請負通知書）（変更届）

「主任技術者・専門技術者」　　建設業法第２６条第１項及び第２項　

○主任技術者

建設業者は、請負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請、下請に関らず

必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。

○監理技術者

発注者から直接工事を請負（元請）、そのうち4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければ

ならない。

一般建設業 特定建設業

4,500万円※１ 4,500万円※１ 4,500万円※１ 4,500万円※１

以上 未満 以上 未満

一級国家資格者 一級国家資格者

国土交通大臣 実務経験者

特別認定者

※１　：　建築一式の場合7,000万円

※２　：　①国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事、又は、②鉄道、道路、

　　　　　河川、飛行場、港湾施設、上下水道、電気施設、学校、福祉施設、図書館、美術館、

　　　　　協会、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、ごみ処理施設等（個人住宅を除くほとん

　　　　　どの施設が対象）の建設工事

※３　：　建築一式の場合8,000万円

必要

公共性のある施設若しくは工作物、または多数の者が利用する施設若しくは工作
物に関する重要な建設工事※２であって、請負金額が4,000万円※3以上となる工事

主任技術者

実務経験者

指定建設業（７業種） その他（左以外の２２業種）

防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、

実務経験者

監理技術者

土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園

大工、左官、とび、土工、石、屋根、タイル・れんが

ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、

さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

4,500万円※１

以上は契約で
きない

一般建設業

工事現場に
置くべき技
術者

監理技術者 主任技術者

許可の種類

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

技術者の現
場専任

監理技術者
資格者証の
必要性

監理技術者及び主任技術者については、工事を請負った企業と直接的かつ恒常的
な雇用関係にある者であることが必要

技術者の資
格要件

必要必要ない 必要ない

一級国家資格者

二級国家資格者二級国家資格者

一級国家資格者

元請工事におけ
る下請金額合計

4,500万円※１

以上は契約で
きない

特定建設業

許可を受けてい
る業種
（工事業）



3-別 外国人建設就労者等建設現場入場届出書
(1)外国人就労者等を受け入れる下請会社が作成し、直近上位の注文者に提出すること。

(2)建設特定技能受入計画認定書又は適正監理計画認定証、パスポート、在留カード

　 受入企業と外国人建設就労者等との間の雇用条件書

　 建設キャリアアップシステムカード（登録義務のある者のみ）を添付すること。

4 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図　《元請作成》
施工体制台帳・体系図等の作成義務（建設業法第２４条の８）

全ての公共工事及び一次下請契約金額の合計が４，５００万円（税込み）以上

（建築一式工事の場合は７，０００万円以上）となる民間工事は

発注者から直接建設工事を請け負った元請負人が作成し、当該工事現場の見やすい場所に

掲示すること。

5 作業員名簿
(1)実際に従事する作業員を記入する。

(2)雇用関係のある作業員のみを記入する。

(3)作業員の変更や追加があった場合はその都度更新する。

(4)名簿は各会社（一次、二次・・・）ごとに作成願います。

(5)現住所及び連絡先は必ず記入のこと。

(6)健康診断　　　安衛法第66条

　 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による

　 健康診断を行なわなければならない。

　【特殊健康診断】を要する業務

　　じん肺 じん肺法第3条、第7～第9条の2

　　石綿 石綿障害予防規則第40条～43条

　　有機溶剤 有機溶剤中毒予防規則第29条～31条

　　鉛 鉛中毒予防規則第53条～57条

　　電離放射線 電離放射線障害防止規則第56条～59条

　　特定化学物質 特定化学物質等障害予防規則第39条～第42条

　　高気圧作業 高気圧作業安全衛生規則第38条～第41条

　　四アルキル鉛 四アルキル鉛中毒予防規則第22条～第26条

　　歯科健康診断 労働安全衛生規則第48条

(7)社会保険欄を必ず記入すること。

(8)教育・資格・免許等の写しを添付すること。　



労務安全書類

下記の書類については、前項の一覧表に記載されている「提出時期」までに提出のこと

工事期間中に変更や追加が発生した場合その都度修正分を提出のこと

6 作業主任者・作業指揮者選任報告書
作業主任者　　　（安衛法　第１４条）（安衛則　第１６条～１８条）

　事業者は、高圧室内その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で

　政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県

　労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者の

　うちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任

　者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で

　定める事項を行わせなければならない。

作業主任者を選任すべき作業　（安衛令　第６条）

　二　　　　【ガス溶接作業主任者】

　五　　　　【エックス線作業主任者】

　八の二　　【コンクリート破砕器作業主任者】

　九　　　　【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】

　　　　　　　　掘削面の高さ2ｍ以上の地山の掘削の作業

　十　　　　【地山の掘削及び土止め支保工作業主任者】

　　　　　　　　土止めの支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業

　十四　　　【型枠支保工組立て等作業主任者】

　十五　　　【足場の組立て等作業主任者】

　十五の二　【建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者】

　十五の五　【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】

　十八　　　【特定化学物質等作業主任者】

　十九　　　【鉛作業主任者】

　二十　　　【四アルキル鉛等作業主任者】

　二十一　　【酸素欠乏危険作業主任者(第1種)(第2種)】

　二十二　　【有機溶剤作業主任者】

　二十三 　 【石綿業主任者】

作業指揮者

　下記の作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業の指揮を行わ

　せることになっている。下記以外でも、作業主任者を選任すべき作業はすべて

　作業主任者が作業の指揮をすることになっている。

作業指揮者を選任すべき作業

　　１　【車両系荷役運搬機械作業】　（安衛則第１５１条の４）

　　２　【コンクリートポンプ者の輸送管等の組立解体作業】（安衛則第１７１条の３）

　　３　【杭打（抜）機又はボーリングマシンの組立解体作業】　（安衛則第１９０条）

　　４　【高所作業車作業】　（安衛則第１９４条の１０）

　　５　【危険物取り扱い作業】　（安衛則第２５７条）
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　　６　【停電、活線又は活線接近作業】　（安衛則第３５０条）

　　７　【ずい道内ガス溶接作業】（安衛則第３８９条の３）

　　８　【墜落防止作業】　（安衛則第５２９条）

　　９　【ロープ高所作業】　（安衛則第５３９条の６）

　１０　【ボイラー据付け作業】　（ボ則第１６条）

　１１　【天井クレーン等の点検等作業】　（ク則第３０条の２）

　１２　【クレーンの組立等作業】　（ク則第３３条）

　１３　【移動式クレーンのジブの組立等作業】（ク則第７５条の２）

　１４　【デリックの組立等作業】（ク則第１１８条）

　１５　【建設用リフト組立等作業】（ク則第１９１条）

　１６　【特定化学物質の設備の修理等作業】　（特化則第２２）

　１７　【特定化学物質の設備の修理等作業】　（特化則第２２の２）

　１８　【酸欠関連設備の改造等作業】　（酸欠則第２５の２）

7 年少者・高齢者就労報告書
[　年少者　]

(1)満１５歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでの児童を労働者として

　 使用してはならない。（労基法　第５６条 ）

(2)使用者は、満１８歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に

　 備え付けなければならない。（労基法　第５７条 ）

(3)使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用しては

　 ならない。（労基法　第６１条 ）

[　高齢者　]

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要

とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努

めなければならない。（安衛法　第６２条 （中高年齢者についての配慮））

8-1 送り出し教育シート
(1)事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めると

　 ころにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければ

　 ならない。（安衛法　第59条）

(2)作業員の追加があった場合はその都度更新する。

8-2 新規入場者調査票
安全衛生管理および緊急時の連絡・対応のために使用する。

9 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届
(1)持込む前に当社担当者と事前に打合せを行い、使用届けを提出のこと。

(2)事業者は、あらかじめ運転者に注意事項を再教育すること。

(3)建設機械等の追加があった場合はその都度更新する。

(4)直近に実施した特定(年次)及び月例の定期自主検査帳票の写し、任意保険の写し

　 を添付すること。



10 持込機械等 電動工具・電気溶接機等使用届
危険を防止するため、実際に使用する業者が元方事業者に対し、工事に適した整備された

機械を持ち込み、入場時の確認を受けることにより、使用に際する機械災害の未然防止を

図る目的で提出する。（安衛則に準ずる）

(1)持込む前に当社担当者と事前に打合せを行い、使用届けを提出のこと。

(2)許可証は日本メックスのからの支給品とする。

○定期自主検査　（安衛法第45条 ）

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で

定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなけれ

ばならない。

11 工事・通勤用車両届
(1)この届出書は車両１台ごとに提出すること。

(2)この届出書に「任意保険」の証書写しを添付し提出すること。

(3)「任意保険」は対人無制限、対物1,000万円、搭乗者1,000万円以上が望ましい。

(4)運転者が変わった場合はその都度届出ること。

12 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
有機溶剤・特定化学物質は法規で定められ、取り扱い上の規制があるため、実際に

有機溶剤・特定化学物質などを持ち込み使用する協力会社が、元方事業者に届け出る

ことで、元方事業者は内容を確認するとともに的確な指導を行い、不測の事故の

未然防止を図る目的で提出する。（安衛則、安衛令、有機則、特化則 等に準ずる）

(1)持込む前に当社担当者と事前に打合せを行い、使用届けを提出のこと。

(2)作業手順書、ＳＤＳを添付すること。

(3)リスクアセスメントを元方事業者に提出する。

13 火気使用願
(1)持込む前に当社担当者と事前に打合せを行い、使用願いを提出のこと。

14 脚立使用申請書
(1)持込む前に当社担当者と事前に打合せを行い、使用届けを提出のこと。

(2)許可証は日本メックスのからの支給品とする。

15 特別加入に加入している証跡（写し）
再下請負業者を含め労災保険の適用が受けられない事業主・家族従業員・一人親方・

自営業者等については、労災保険の特別加入制度(政府)へ加入してください。

最初の入場時に、加入している証跡（写し）を提出してください。




